
味 鐵院畔罐 挙区選臨議員の選挙区間にお|す る人口較差を緊急 |こ是正するた

めの公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法鈴一部を改正する

法律案』要織

1第 1 ・in旨 〔緊急幾正整 垂理堡]」

この法律は、衆議院翁小選挙区をめぐる現状ξこ鑑み、平成 22年⑮圏勢調査の結果に基づ

く衆議院暉小選挙区ゆ改定案 (以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、巻f]ヽ選挙

区間における人口較差を鏑急に是正するた峰、金職選挙法 (昭和 25年法律餞 100号 )及び

衆織院議員選挙餞固定審議会設置渋 (平成 6年法律第 3号)の一部改正について慮ぬるも

のとする。

[塵ニー蝉 整主鞭 工 〔緊急是正法第褒条関係〕|

1 衆議院議員の定数の削減

衆議院議員勢定数を 475A(現行 480人 )と し、

人)とする。

2 衆議院の/1t選挙区

衆議院の小選挙区は、露り|こ法律で度める。

小選挙区選出議員を 295人 (現行 300

(公職選挙油第 4条第 1項関係)

(盆職選挙法第 13粂第 1曖鐵係)

選壁里璽定審議会数澄法の一脅5改正 【緊懲是正油欝 様量関係〕
J

各都道府県鍮区域内の衆議院の小選挙区鞍数についてtな lわゆる「 1人男1粋方式』を慶

止する。 (選挙区園定審議会法驚 3条第 2壌関係)

理
1 衆議院議員選挙区画定審議会 (以下「審議会Jと をヽう。)の行う今次の改定案の作成に

当たって|よ、各都道府県の医域内仰衆議院の小選挙区の数は、1511表 |で定める数とする。

2 審議会の行う今次の改定案釣作成 |よ、次 iこ 掲げる轟準によって行わなければならなもヽG

① 各小選挙区の人 :コ は、人口ゆ最も少なもヽ者5道府県つ区域内における人轟勢最も少な

もヽ小選挙区勢人由以上であって、かつ、当識人EElの 2倍未満であること。

② 小選挙区織改定鋼の作成は、次 iこ掲iデ る小選挙区につ年ヽで饉み行うこと。この場合

!こおいて、当該都道府県0区域内の各小選挙区の人口鈎均衡を機り (イ の小選挙区の

改定案め作成の場合に限るこ)、 行政区圃、地勢、交通時の事情を総合的 :こ考慮して倉

理的に行うこと。
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イ Φの部道府県の図域向勢小選挙蛭

園 /11選挙区の数が減少することとなる都道府県の匿域内の小選挙鰹
よヽ ①の基準に適合ゎない小選挙区

ニ ハの小選挙区を◎の基準に鐘合させるた綸に必要な範囲で行う改定に伴い改定す
べきこととなる小選挙区

3 審議会鍮管う今次呻改定案に係る勧告はtこ鍮法律の鐘行の日から磐月以内におも`で
できるだけ速やかに行うものとする。

4 政府|ま 、今次の設定案に係る勧告がぁったときは、当該難書|こ轟づき、速ゃか|こ、法
tll上鍮措置を講ずるものとする。                ヽ

1 この法律 |ま 、公布の目から施行する。ただし、第2総 職選挙法の一部改正}|ょ、第
2の 2に規定する法律の施行の露から施行する。

2 その他所要の規定の整備を行う。

(都道府県)硝 選ヽ挙区の数

lL海道   12
青森県    4
着手県    4
宮城県    磐

秋騒県    3
山形県    3
福島県    5
茨城県    7
栃本県    5
群馬県    5
埼玉県   15
千葉県   13
東京都   25
神奈∫|1県   18
新潟県    6
菫山県    3・

石∫|1県     3
鎮

―・
量

蝿 - 2
長野県    5
岐阜県    5
静岡県    8
愛知県   15
塁菫察    5
滋賀県    4
京都府    6
大阪府   19
兵庫県   12
奈良県    4
紺歌山県   3
鳥取県    2
島振県    2

(XI腫瞳饉甦墓製量は、

岡曲県    5
遮島県    7
曲潤県    4
は
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書Jil果    建

愛媛県    4
は ―i………‐̈‐」::

福岡県   11
に

― ―
・長崎県    4

鏡本県    像

大分県    3
宮崎県    3
農児島県   5
沖縄県    4

現行より各 1滅 )

く ~


